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第１章 総則 

 

第１条（目的） 

大和郡山市（以下「委託者」という。）が、国土調査法第１０条２項の規定に基づき 

 発注する大和郡山市地籍調査事業業務（以下「本業務」という。）について委託者と受 

 託法人（以下「受託者」という。）が行う業務内容及び業務分担を明確にする事を目的 

 とする。 

 

第２条（適用範囲） 

  適用範囲は、委託者が実施する本業務に適用し、受託者は本特記仕様書（以下「本仕 

 様書」という。）に基づき実施するものとする。 

 

第３条（準拠する法令等） 

  本業務を実施にするにあたり本仕様書のほか、委託契約書及び下記の関係法令を遵守 

 するものとする。なお、受託者は、最終改正を確認するものとする。 

１．国土調査法(昭和２６年法律第１８０号) 

２．国土調査法施行令(昭和２７年政令第５９号) 

３．国土調査法施行規則(平成２２年国土交通省令第５０号) 

４．土地基本法(平成元年法律第８４号) 

５．基準点測量作業規程準則(昭和６１年１１月１８日総理府令第５１号) 

６．地籍調査作業規程準則(昭和３２年総理府令第７１号) 

  ７．地籍調査作業規程準則運用基準(平成１４年３月１４日国土国第５９０号) 

  ８．地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成１４年３月１４日国土国第５９１号) 

９．２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成２４年３月２９日 

    付け国土籍５６９号) 

１０．地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について 

   （通知）（令和３年３月３１日国土国第１３号)  

１１．地籍図作成要領(令和３年３月２日国土不籍第４８９号) 

１２．調査図素図表示例(昭和３２年１０月２４日付け経企士第１７９号経済企画総合 

   開発局長通達) 

１３．地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領(平成１ 

   ４年３月１３日国土国第５９３号国土交通省土地・水資源局長通知) 

１４．地籍測量及び地籍測定における記録及び成果の記載例等(平成２４年１２月２７ 



   日付け国土籍２７９号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知) 

１５．測量法(昭和２４年６月３日法律第１８８号) 

１６．不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則 

１７．地籍測量及び地籍測定における作業の記録・成果の記載例等〈地上法版〉(平成 

   ２９年１１月２１日付け国土交通省土地・建設産業局地籍整備課) 

１８．地籍調査成果電子納品要領(平成２９年４月) 

１９．地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成２９年４月) 

２０．大和郡山市契約規則 

２１．大和郡山市会計規則 

２２．大和郡山市個人情報保護条例及び同施行規則 

２３．その他の関係法令、諸通達及び通知等 

 

第４条（履行期間） 

  本業務の履行期間は契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

第５条（実施計画等） 

本業務を実施するにあたり、受託者は契約締結後に下記の書類を委託者に提出し承認 

 を得るものとする。また計画を変更する場合も同様とする。 

１．業務計画書 

２．着手届 

３．工程表 

４．主任技術者届及び工程管理者届(経歴書、資格証明書、直接雇用を証する書類付) 

５．受託法人検査者届(経歴書、資格証明書、直接雇用を証する書類付) 

６．ISMS 登録証明書 

７．その他委託者の指示する書類 

 

第６条（受託者の要件） 

  本業務の受託者は、『国土調査法第十条二項に規定する国土交通省令で定める省令』 

 及び下記の要件を満たしているものとする。 

  １．国土調査法に基づき実施する地籍調査事業（２項）委託の各工程の実務経験を有 

   し、十分な適格性を有する法人でなければならない。 

２．選任する主任技術者は、作業全般の管理及び統括、作業現場の運営及び取り締り 

を行う者を配置するものとする。 

３．選任する工程管理者（受託監督者）は、作業者に対して、各工程の作業を監督 

し、規定に従い適切に当該作業を行わせる者を配置するものとする。 

  ４．選任する受託法人検査者は、地籍調査の成果及び中間成果が国土調査法施行令及 

 び準則等の規格に適合しているか否かを調査し、当該規格に適合していることを証 

 明する者を配置するものとする。 

５．法人の役員又は職員の構成員が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれが 

   ないものとする。 



６．国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調 

 査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものとする。 

 

第７条（主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者） 

１．主任技術者は、測量士の資格を有し、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・

監理・技術評価能力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 

２．工程管理者は、測量士の資格を有し、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・

監理・技術評価能力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 

３．受託法人検査者は、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・監理・技術評価能

力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 

４．主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇

用関係がある者とし、主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者は、兼ねること

ができないものとする。 

 

第８条（貸与資料） 

  １．本業務を実施する上で必要な書類及び資料等は、委託者より受託者が貸与を受け 

   るものとする。 

  ２．業務遂行上複製が必要な場合は、委託者の承諾を得なければならない。 

  ３．貸与された書類及び資料等や前項の複製品については、重要性を認識し、破損、 

紛失、盗難等の事故が無いように厳重に管理を行い、業務完了時に貸与資料を返却 

し、複製品については、責任をもって処分し、廃棄処分証明書等の提出を行うもの 

とする。 

 

第９条（工程管理及び工程検査） 

１．工程管理者は、『２項委託に係る工程管理及び検査規程』及び『２項委託に係る

地籍調査事業工程管理及び検査規程細則』に基づき工程ごとに工程管理及び検査を

行わなければならない。 

２．主任技術者は、工程管理者の工程管理検査までに、自社点検を行うものとする。 

３．受託法人検査者は、工程管理者の行った工程管理検査を基に検査を行った結果、

合格した成果品を提出し、委託者の検査を受けなければならない。 

 

第１０条（使用機械器具） 

１．本業務に使用する測量機械器具は、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定 

機関による検定証明書（写）を本業務の業務計画書と共に委託者に提出し承諾を得

るものとする。 

２．使用する測量機械器具の有効期間の更新があった場合は、速やかにその測量機器    

検定証明書（写）の提出を行うものとする。 

３．使用する測量機器の変更及び追加を行う場合は、委託者との協議を行い、『変更 

業務計画書』と共に提出を行うものとする。 

 



第１１条（関係官公署との調整） 

  受託者は本業務を遂行するにあたり、関係官公署との調整が必要な場合は、委託者の 

 補助として対応するものとする。 

   

第１２条（秘密の保持）   

１．受託者は、本業務の遂行上知り得た情報は、本契約期間並びに終了後も第三者に

漏洩してはならない。 

２．受託者は、貸与資料を使用するにあたっては、資料内容に十分留意し、個人情報

等の保護に万全を期するものとする。 

３．受託者は、業務上収集した情報を委託者の許可なく複写及び加工を行わず、目的

外使用してはならない。 

４．個人情報保護の観点から、受託者は、情報セキュリティーマネジメントシステム

JISQ27001/ISMS を取得している企業であることを条件とし、適正な個人情報保護の

ためにその規程に基づき本業務を遂行するものとする。 

 

第１３条（身分証明書及び土地立入） 

１．受託者は、本業務の実施にあたり委託者が貸与する身分証明書を常時携帯し、関

係人の請求があれば、これを呈示しなければならない。 

２．受託者は、業務終了後、速やかに身分証明書を委託者に返納するものとする。 

 

第１４条（安全の確保） 

１．受託者は、本業務の遂行にあたり、地元住民との無益な摩擦や紛争を起こさない

よう言行には細心の注意を払い作業を実施するものとする。現地での問い合わせや

トラブルがあった場合は、委託者に速やかに報告し、その解決に努めなければなら

ない。 

２．交通及び保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち

合わせの上実施するものとする。 

３．本業務中に事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因経 

 過及び事故による被害の内容について速やかに委託者に報告しなければならない。 

 

第１５条（損害賠償請求） 

１．受託者は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに委託者にその状

況及び内容を報告するとともに委託者の指示に従うものとする。 

２．損害賠償等の責任は、受託者が負うものとする。 

 

第１６条（業務カルテ作成・登録） 

  受託者は、契約時又は変更時において、契約金額１００万円以上の業務について、測 

 量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績 

 情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注及び変更時は契約後、完了時 

 は業務完了後から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に監督職員の確認を受けた 



 うえ、登録機関に登録申請しなければならない。また、登録後は、「登録内容確認書」 

 を登録機関からダウンロードし、監督職員に提出しなければならない。 

第１７条（成果品の検査・納品） 

  １．主任技術者は、本業務の完了検査時に立会うものとする。また工程管理者及び受

託法人検査者が工程検査を実施し、合格した成果品を提出するものとする。 

  ２．受託者は、委託者から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合 

    には、これを速やかに修正し、再提出を行うものとする。 

   

第１８条（成果品の帰属） 

  本業務で使用された資料及び成果品等は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は 

 委託者の承諾を得ず、他に公表及び貸与してはならない。 

 

第１９条（疑義） 

  受託者は、本業務実施にあたり本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書の疑義が生 

 じた場合は、委託者と協議の上、指示を受けるものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

第２０条（業務概要） 

  本業務概要は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 区 域  稗田町３-② 

実 施 範 囲  別紙計画図に示すとおり 

調 査 面 積  ０.０３１ｋ㎡ 

作 業 工 程  E2・FⅠ・FⅡ-1 工程 

精   度  甲３ 

縮   尺  １／５００ 

傾 斜 区 分  平坦地 

視 通 状 況  農Ⅱ 

計画区総筆数 調査前  ７２筆   

調査後  ７２筆  

一筆平均面積 調査前 ４３１㎡ 

調査後 ４３１㎡ 

筆 の 形 状  不整形 

測 量 方 式  地上数値法 



第３章 現地調査（E2 工程） 

 

第２１条（作業内容） 

  E2 工程の標準作業内容は、次のとおりとする。 

１．地元説明会の通知 

２．地元説明会 

３．現地調査の通知 

４．筆界表示杭の設置 

５．現地調査 

６．一筆地測量成果との整合点検 

 

第２２条（地元説明会の通知） 

１．受託者は、地元説明会の開催を通知する為、土地の所有者その他の利害関係人又 

   はこれらの者の代理人『（以下（所有者等）という』への開催目的・日時等を記載 

   した開催案内文及び出席者名簿を作成するものとする。 

  ２．前項の開催案内文及び出席者名簿を作成する場合に、受託者は委託者と十分な打 

ち合わせの上,記載内容を決定するものとする。 

  ３．開催案内通知は、開催日の約２週間前までに発送するものとする。 

  ４．開催案内は、委託者が提示する所有者等の現住所へ通知するものとする。また、 

   住所不明者については委託者と協議するものとする。 

  ５．地元説明会の開催案内の案内文作成は、委託者が行い、印刷及び発送準備は受託 

   者が行うものとし、それに係る封筒及び郵便料金等は、委託者負担とする。 

 

第２３条（地元説明会） 

１． 委託者が開催する地元説明会に、受託者は同席し現地調査の説明等の補助を行う 

 ものとする。 

２． 地元説明会の開催場所及び日時の設定、配布資料の作成は委託者が行い、印刷及 

び資料の封入等は、受託者が行うものとする。また、会場使用料が発生した場合は

委託者の負担とする。 

 

第２４条（現地調査の通知） 

１． 受託者は、現地調査を行うにあたり、所有者等に実施する土地及び日時並びに調 

 査に立ち会うべき旨を委託者と協議の上、通知するものとする。 

２． 受託者は、委託者と協議の上、立会い日程表等を作成するものとする。 

３． 受託者は、前２項の立会い日程表及び立ち会うべき旨等を記載した立会通知を所 

 有者等に発送するものとする。なお立会通知が宛先不明等により所有者等に届けら 

 れない場合は、委託者において所有者等が通知を受領したかどうか確認できる方法 

 で再度発送するものとする。 

４． 所有者等から立会いの日程の変更要望があった場合は、委託者と協議の上、立会 



 いの日程調整を行うものとする。 

５． 立会通知の通知文作成は、委託者が行い、印刷及び発送準備は、受託者が行うも 

 のとしそれに係る封筒及び郵便料金等は委託者の負担とする。 

 

第２５条（筆界表示杭の設置） 

１．筆界表示杭の設置は、原則として隣接の所有者等同士が立会いの上で設置するも 

 のとするが、構造物等があり特殊な機器等が必要になりやむを得ない場合は、受託 

 者が設置するものとする。 

２．筆界表示杭は、委託者と協議の上、受託者が準備するものとする。 

３．筆界表示杭設置に必要な機器は、受託者が準備するものとする。 

 

第２６条（現地調査） 

１．現地調査は、現地にて調査素図等を基に各筆の土地について、その所有者・地 

 番・地目及び筆界の調査を行うものとする。 

２．受託者は、事前に委託者から貸与を受けた資料（土地境界確定資料、官有地台 

  帳、公図、地積測量図等）を基に、事前に現地踏査を行い、現地調査当日の進行を 

  行うものとする。 

３．受託者は、現地調査までに各日程の立会資料(記帳図面)を作成するものとする。 

４．受託者は、現地調査開始前に立会者及び推進協力員の出欠確認を行い、現地調査 

 終了後に、委託者に出席者名簿をもって報告を行うものとする。 

５．筆界について過去に確認され筆界表示杭が設置済みの箇所についても、現地調査 

 の際に土地の所有者等に位置の確認及び同意を得るものとする。 

６．受託者は、現地調査を実施した際に立会い者の記名捺印または署名を求めるもの 

 とする。また特記事項がある際は地籍調査票摘要欄に記載するものとする。 

７．立会日に土地の所有者等が立ち会うことができない場合は、一方の土地の所有者 

   等が設置した筆界表示杭を、後日他方の土地の所有者等が確認・同意することを、 

   可能とする。ただし、この場合は委託者・受託者が同行し、設置位置を確認するも 

   のとする。 

８．前項において、やむを得ない事由により土地の所有者等が現地での立会いを行う 

  ことが難しい場合は、隣接する土地の所有者等の境界主張等を図面や写真で示した 

  筆界案を委託者が作成し、確認・同意を得るものする。なお、筆界案の作成につい 

  て、受託者は図面作成等の補助を行うものとする。 

  ９．台風等により立会日に立会いを行うことが困難であると予測される場合は、その 

   前日に委託者が立会の順延等を決定しで順延した立会日の日程調整を行うものとす 

   る。 

 

第２７条（一筆地測量成果との整合点検） 

１．受託者は、ＦⅡ-1 工程（一筆地測量）において得られた筆界点データと現地調査 

  結果をとりまとめた調査後データ（地籍調査票後データと調査図データ）を照合 

  し点検を行うものとする。 



２．受託者は、前項の照合結果を元に、不整合を解消しその結果をアンマッチリスト

に取りまとめて委託者に提出するものとする。 

 

 

第４章 地籍細部測量（FⅠ工程） 

 

第２８条（作業内容） 

  FⅠ工程は電子基準点に整合した基準点を与点として使用可能であるため、Ⅾ工程を 

 省略して実施するものとし、標準作業内容は、次のとおりとする。 

１．使用機器の選定 

２．作業計画 

３．選定 

４．細部図根測量の方法 

５．放射法による細部図根測量 

６．観測、測定及び計算 

７．点検測量 

 

第２９条（使用機器の選定） 

  １．細部図根測量は、ＧＮＳＳ法又はＴＳ法により行うものとする。 

２．使用する機器は、所定の検査をうけたものとし、適宜、点検及び調整を行い良好 

 な作動条件を確保するものとする。 

 

第３０条（作業計画） 

１．地形図上での新点の設置予定位置を計画するものとする。 

２．本業務の地籍細部図根点測量の与点は、地籍図根三角点等を使用するものとす 

 る。 

  

第３１条（選定） 

１．計画に基づき、現地において新点位置を選定し、選点図及び平均図を作成するも 

 のとする。 

  ２．作成した平均図を受託者の工程管理者（以下、受託監督者という。）が確認し署名

を行った後に、委託者に提出を行うものとする。平均図には認証済みの図根点につ

いては認証年月を記載するものとする。 

３．本業務の地籍図根点等は、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に定める事項の 

 他、用地調査及公共事業等の基準となる点であることに留意し、保存条件等を十分 

 考慮して選点を行うものとする。 

 

 

 



第３２条（細部図根測量の方法） 

  細部図根測量は多角測量法により行うことを原則とする。ただし、見通し障害等によ 

 りやむを得ない場合は、放射法により行うことができるものとする。 

 

第３３条（放射法による細部図根測量） 

 １．放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただ 

  し、見通し障害等により真にやむを得ない場合には節点１点による開放路線を形成 

  することができるものとする。 

２．開放路線で設置した節点は、細部放射点とすることができるものとする。 

   ３．放射法による細部図根測量は、細部図根多角測量に引き続き行う場合を除き、あ 

   らかじめ与点の点検測量を行うものとする。その結果を『与点の点検リスト』に 

   まとめるものとする。 

   ４．放射法による細部図根測量における与点から細部放射点までの距離は、１００メ 

   ートル以下を標準とする。 

 

第３４条（観測、測定及び計算） 

  細部図根点の観測、測定及び計算の方法は地籍調査作業規程準則及び同運用基準に、 

 定めるとこによるものとする。 

 

第３５条（点検測量） 

１．多角測量法により求めた細部図根点の点検測量における点検の数量は、新設した

細部図根点数の２％以上とし、抽出した点検点の３０％以上について、点検測量を

実施しする際に受託監督者が同行するものとする。 

 ２．点検測量は、網平均計算結果を基に以下の事項を勘案して実施箇所を選定するも 

   のとする。 

実施個所の選定 

 

 

１．観測時の状況等（偏心観測箇所等） 

２．計算結果（方向角及び座標の閉合差、環閉合差、重複辺の較差） 

３．網平均計算結果（新点位置の標準偏差） 

比較点検計算 １．比較点検計算は、（点検値）―（採用値）とする。 

２．TS 法による鉛直角の点検測量は、片方向の観測とし、同一方向の採用 

値と比較を行うものとする。ただし、許容範囲を超過した場合は、正反観

測の平均値による比較を行うものとする。 

点検測量手簿等の

整理 

１．観測手簿等上部余白部には点検測量と記載する 

２．手簿任意の個所に比較点検計算結果を整理する。 

再測等 点検測量の較差の許容範囲を超過した場合は、原因を調査し、再測又は観

測点を追加して観測を行うなど必要な処置を講じる。 

備考 点検測量実施後は、観測値などの点検を本作業と同様に実施する。 

  ３．放射法により設置された細部放射点の全数について点検測量に行うものとする。 

４．開放路線により求めた細部放射点については、運用基準別表第１９に定めるとこ 

   ろにより全数において点検測量を行わなければならない。 



第５章 一筆地測量（FⅡ－１工程） 

 

第３６条（作業内容） 

  FⅡ－１工程の標準作業内容は、次のとおりとする。 

１．使用機器の選定 

２．一筆地測量の方法 

３．与点の点検 

４．位置の点検 

５．一筆地調査成果との整合点検 

６．筆界点成果簿の作成 

 

第３７条（使用機器の選定） 

 １．本業務に使用する機器は 2級トータルステーション又は 2級 GNSS 測量機以上の 

精度を有した機器を使用するものとする。 

 ２．使用機器は、所定の検査をうけたものを使用し、適宜、点検及び調整を行い良   

好な作動条件を確保するものとする。 

 

第３８条（一筆地測量の方法） 

１．一筆地測量は、放射法、多角測量法又は交点計算法によるものとする。 

２．放射法による一筆地測量における与点から筆界点までの距離は、１００メートル 

   以下を標準とする。 

 

第３９条（与点の点検） 

放射法により一筆地測量を行う場合は、細部図根測量に引き続き行う場合を除き、与 

 点において他の図根点等までの距離の測定又は、基準方向と他の図根点等までの夾角の 

 観測を行い、当該点の異常の有無等の点検を行い、与点点検リストを作成するものとす 

 る。 

  

第４０条（位置の点検） 

  総筆界点（多角測量による一筆地測量により求めた筆界点を除く。）の２％以上につい 

 て、２点以上の細部図根点等を基礎として測定した筆界点の点検を行い、点検結果を筆 

 界点精度管理表に取りまとめるものとする。 

 

第４１条（一筆地調査成果との整合点検） 

  １．一筆地測量完了後、一筆地調査後成果(データ)との整合点検を行うものとする。 

２．前項の照合結果を元に、不整合を解消しその結果をアンマッチリストに取りまと 

 めて委託者に提出するものとする。 

 

 



第４２条（筆界点成果簿の作成） 

  受注者は、点検結果を踏まえて、筆界点成果簿を作成するものとする。 

 

 

第６章 成果品 

 

第４３条（成果品） 

１．成果品は、次のとおりとする。なお、受託者が作成したデータのうち、委託者の 

 指定するデータは電子媒体で委託者に提出するものとする。 

２．受託者は、打合せ記録簿、工程管理及び検査成績表を提出するものとする。ま 

 た、測量作業がある場合は使用機器検定証明書及び第三者機関成果検定証明書を提 

 出するものとする。 

３．監督職員が別途指示するものがある場合は、提出しなければならない。 

 

各作業工程 記録及び成果 

現地調査（E2 工程） １．調査図一覧図（紙図・データ） 

２．調査図（紙図・データ） 

３．地籍調査票 

４．地籍調査作業日誌 

５．立会処理簿 

６．新旧地番対照表 

７．一筆地調査完了報告書 

地籍細部測量（FⅠ工程） １．細部図根点選点図・平均図 

２．細部図根測量観測計算諸簿 

３．細部図根点網図 

４．細部図根点成果簿 

一筆地測量（FⅡ－１工程） １．与点の点検リスト 

２．一筆地測量観測計算書簿 

３．筆界点番号図 

４．筆界点成果簿 

５．筆界点精度管理表 

その他 １．工程検査工程記録表 

２．受託法人検査記録表 

３．打合せ簿 

 


